
 

 

   

年々暑さの増す夏、夏になると熱中症による死傷者が年々増加しております。神奈川労働局管内

におきましても熱中症による死傷者がここ数年増加の一途をたどり、ついには休業 4 日以上の

労働災害が、年間１０２件（令和 7 年暫定値）と大台に乗ることとなりました。死亡災害も令

和４年、5年、6年、7年と連続で発生しています。今後もさらに暑い夏が来ることが予想され

ておりますので、しっかりと対策をしていただき、熱中症による重篤な災害を防ぐよう官民一体

となって、取り組んでいきたいと考えております。また、規則改正についても留意願います。 

                                令和7年6月1日施行 

                                 労働安全衛生規則改正 

                                                                 第612条の２第1項 

                                 熱中症の自覚症状があ 

                     る作業者や熱中症のお

それがある作業者を見

つけた者がその旨を報

告するための体制整備

及び関係作業員への周

知の義務化 

                     第2項  

                     手順等の作成及び周知 

の義務化 

具体的には、はたらく人に知ってほしい熱中症サインチェックシートを活用 まずは発見から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はたらく人に知ってほしい熱中症サインチェックシートは、神奈川労働局のホームページに掲

載しています。周囲の方も気づいたら担当者（あらかじめ担当者や悪化を防止するための必要な

措置の手順等を定めて皆さんに知らせておいてください）への報告をお願いします。 

 

 

 

 

 令和７年4月（6月1日から施行）に追加された労働安全衛生規則の条文を遵守しよう 
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職場における熱中症による死傷者数の推移
死亡者数 死傷者数

参考 労働安全衛生規則第612条の2全文紹介(対象「ＷＢＧＴ28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日４時間以上を超えて実施」が見込まれる作業) 

第1項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有

する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する

者に対し、当該体制を周知させなければならない。 

第2項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷

却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する

者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。 

 

Ｒ７年については暫定値 



番号 
発生年月 

発生時刻 

業 種 

事業場規模 

起因物 

事故の型 
発 生 概 要 

１ 

令和 4年 

6月 

10時頃 

建築工事業 

 

～9名 

高温、低温環境 

 

高温・低温の 

物との接触 

2階建て木造住宅の外部足場を約 1時間かけて解

体後に、熱中症による体調不良となり病院へ搬送さ

れたが、十数日後に死亡した。 

発症時は気温 31.7℃、湿度 59パーセント(ＷＢ

ＧＴ値 27℃相当)であった。 

被災者は入社以降の現場作業が通算 3日目であっ

た。 

２ 

令和 5年 

7月 

12時頃 

農業 

 

～9名 

高温、低温環境 

 

高温・低温の 

物との接触 

被災者は、10時の休憩明けから、スポーツ施設敷

地内で剪定等の植栽管理作業を一人で行っていた。

休憩まで一緒に作業をしていた代表者が現場に戻

り、倒れている被災者を発見、救急搬送されたが、

熱中症により死亡した。 

３ 

令和 6年 

7月 

10時頃 

その他の製造業 

（クリーニング

業） 

   

100人～299人 

高温、低温環境 

 

高温・低温の 

物との接触 

 工場内で作業中、体調が悪くなり、熱中症の疑

いがあったことから病院に搬送された。診察の結

果、脱水症状及び血圧低下の診断を受け入院した

が、翌日の朝、熱中症を原因とした急性心筋梗塞で

死亡した。 

４ 

令和 7年 

7月 

14時頃 

その他の建設業 

   

～9名 

高温、低温環境 

 

高温・低温の 

物との接触 

 被災者は同僚と共に午前８時頃から農業用ハウス

内において給水用の配管工事に従事していた。正午

から１時間の昼休憩を取り、午後１時に作業を再

開。午後１時３０分頃、被災者の体調が悪そうだっ

たので、同僚が車の日陰に行って休憩するよう促し

た。１０分程度経っても戻って来なかったため、同

僚が見に行ったところ、車の後部で倒れている被災

者を発見。病院へ救急搬送され、その後別の病院に

転院したが、約２か月半後に死亡した。 

 

神奈川労働局では、（ここ数年）毎年のように

熱中症による死亡災害が発生していること

を受け、令和 7 年から「Cool work 

KANAGAWA Mission ZERO」を展開して

います。熱中症による死亡災害がゼロとなる

ように、ロゴマークを活用して、意識付けを

お願いします。 

 

 

 

神奈川労働局・労働基準監督署 （R８.４） 

令和３年以降の熱中症による死亡災害の概要 

 


